
むつ市学校給食弁当代替者補助金交付要綱

令 和 ６ 年 ８ 月 ７ 日

むつ市告示第１８９号

（趣旨）

第１条 市は、市内小中学校（以下「学校」という。）において、弁当対応（食物

アレルギー等のため、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項に

規定する学校給食ではなく持参した弁当等を飲食することをいう。以下同じ。）

をする児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、むつ市学校給食弁当代

替者補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付について

は、むつ市補助金等に関する規則（昭和６１年むつ市規則第１６号）に定めるも

ののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、学校に

在籍し、弁当対応をする児童生徒の保護者とする。

２ 前項の規定にかかわらず、同項の要件を満たさないものであっても、市長が必

要と認めるときは、補助対象者とすることができる。

（補助金の額）

第３条 補助金の額（以下「補助額」という。）は、学校給食法第１１条第２項の

規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費（以下「学校給食費」と

いう。）相当額とする。

２ 補助対象者がむつ市学校給食費無償化事業補助金交付要綱（令和６年むつ市告

示第１８８号）第７条の規定による交付を受けた月は、補助額の算定対象外とす

る。

３ 補助対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部

の給付（補助金を除く。以下同じ。）を受けた場合には、補助額から当該給付を

受けた額を除くものとする。

（申請）

第４条 補助金の交付を受けようとする保護者は、むつ市学校給食弁当代替者補助

金交付申請書・請求書（兼同意書・支払金口座振替依頼書）（様式第１号）によ

り市長に申請するものとする。



２ 毎年度別に定める期間内に行われる前項の規定による申請（以下「初回申請」

という。）及び初回申請以外の前項の規定による申請（以下「随時申請」とい

う。）に係る補助額の算定の基準日（以下「算定基準日」という。）は、当該年

度の４月１日とする。ただし、転入の場合は就学日を算定基準日とする。

３ 随時申請は、算定基準日の属する年度（以下「算定年度」という。）の３月

２８日までに行うものとする。ただし、３月２８日が日曜日若しくは休日（国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日をいう。以下同

じ。）又は土曜日に当たるときは、その日後の、その日に最も近い日曜日若しく

は休日又は土曜日でない日とする。

４ 前項本文の規定にかかわらず、児童生徒が年度途中で区外に転校した場合は、

転校した日の属する月の翌月の末日までに、申請を行うものとする。ただし、当

該末日が日曜日若しくは休日又は土曜日に当たるときは、その日後の、その日に

最も近い日曜日若しくは休日又は土曜日でない日とする。

（交付決定）

第５条 市長は、申請があったときは、第３条の規定による要件に基づき補助金の

交付の可否を決定するものとする。

２ 市長は、補助金の交付を決定した者（以下「交付決定者」という。）に対して

は、むつ市学校給食弁当代替者補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知

し、交付をしないと決定した者に対しては、むつ市学校給食弁当代替者補助金不

承認決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。

（取消し）

第６条 市長は、交付決定者について次の各号のいずれかに該当するときは、前条

の規定による交付の決定（以下「交付決定」という。）の全部又は一部を取り消

すことができる。

⑴ 補助対象者に該当しなくなったとき。

⑵ 国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受け

たとき。

⑶ 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

⑷ その他市長が必要と認めるとき。

２ 市長は、前項の規定による交付決定の取消しを行うときは、むつ市学校給食弁

当代替者補助金交付決定取消通知書（様式第４号）により通知するものとする。

（変更）



第７条 交付決定者は、交付決定を受けた内容に変更があった場合は、むつ市学校

給食弁当代替者補助金内容変更届（様式第５号）により市長に届出を行うものと

する。

２ 市長は、前項に規定する届出があったときは、むつ市学校給食弁当代替者補助

金内容変更通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。

（交付額の確定）

第８条 市長は、交付決定者に対し、むつ市学校給食弁当代替者補助金交付額確定

通知書（様式第７号）により通知し、次の各号に掲げる期別ごとに当該各号に規

定する弁当対応回数に応じた補助金を交付決定者の指定する金融機関の口座に口

座振替により交付するものとする。

⑴ 第１期 算定年度の４月から９月までの弁当対応回数

⑵ 第２期 算定年度の１０月から３月までの弁当対応回数

２ 補助金は、次の各号に掲げる期別ごとに当該各号に規定する日までに交付する

ものとする。ただし、当該各号に規定する日が日曜日若しくは休日又は土曜日に

当たるときは、その日後の、その日に最も近い日曜日若しくは休日又は土曜日で

ない日とする。

⑴ 第１期 算定年度の１０月３１日

⑵ 第２期 算定年度の翌年度の４月３０日

３ 補助金交付額の算定に当たっての弁当対応回数の確認については、むつ市学校

給食弁当代替者補助金実績報告書（様式第８号）により、交付決定当該年度の期

別ごとの弁当対応回数を校長から市長へ報告するものとする。

（返還）

第９条 市長は、第７条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものと

する。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。


